
○
総
務
省
令
第
七
十
三
号

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員

災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

鈴
木

淳
司

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
補
償
の
請
求
方
法
等
）

（
補
償
の
請
求
方
法
等
）

第
三
十
条

療
養
補
償
及
び
傷
病
補
償
年
金
を
除
く
補
償
（
現
に
受
け
て
い
る
補
償
の
額
の
変
更
を
含
む
。
）
を

第
三
十
条

療
養
補
償
及
び
傷
病
補
償
年
金
を
除
く
補
償
（
現
に
受
け
て
い
る
補
償
の
額
の
変
更
を
含
む
。
）
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
償
の
請
求
書
を
職
員
の
任
命
権
者
（
地
方
独
立

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項

行
政
法
人
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
の
理
事
長
。
以
下
同
じ
。
）
（
職
員
が
死
亡
し
、

に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い

又
は
離
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
死
亡
又
は
離
職
の
直
前
に
お
け
る
職
員
の
任
命
権
者
。
以
下
本
条
及

う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
補
償
の
請
求
書
を
職
員
の
任
命
権
者
（
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
あ

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
て
は
、
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
の
理
事
長
。
以
下
同
じ
。
）
（
職
員
が
死
亡
し
、
又
は
離
職
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
死
亡
又
は
離
職
の
直
前
に
お
け
る
職
員
の
任
命
権
者
。
以
下
本
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
経
由
し
て
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

療
養
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
補
償
の
原
因
で
あ
る
負
傷
又

２

療
養
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
補
償
の
原
因
で
あ
る
負
傷
又

は
疾
病
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
の
請
求
書
を
任
命
権
者
を
経
由
し
て
基
金

は
疾
病
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
の
請
求
書
を
任
命
権
者
を
経
由
し
て
基
金

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
氏
名
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
補
償
の
請
求
書
を
療
養
補
償
た
る
療

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
補
償
の
請
求
書
を
療
養
補
償
た
る
療
養
に
あ
つ
て
は
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定

養
に
あ
つ
て
は
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
又
は
訪
問
看
護
事
業
者
を
、
療
養
補
償
た
る
療
養
の

医
療
機
関
又
は
訪
問
看
護
事
業
者
を
、
療
養
補
償
た
る
療
養
の
費
用
に
あ
つ
て
は
任
命
権
者
を
経
由
し
て
基
金

費
用
に
あ
つ
て
は
任
命
権
者
を
経
由
し
て
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

４

休
業
補
償
、
障
害
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
を
除
く
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
及
び
第

［
新
設
］

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録

等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
預
貯
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
払
込
み
を
希
望
し
な
い

場
合
に
は
、
個
人
番
号
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
）

（
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
）

第
三
十
五
条
の
二

基
金
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し

第
三
十
五
条
の
二

基
金
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し

く
は
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
当

く
は
疾
病
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
当

該
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
者
か
ら
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
日
後
一
箇
月
以
内
に
、
氏

該
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
者
か
ら
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
日
後
一
箇
月
以
内
に
、
療

名
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

基
金
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か

２

基
金
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か

か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
後
に
お
い
て
当
該
負
傷
又
は

か
り
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
後
に
お
い
て
当
該
負
傷
又
は

疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
者
か
ら
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載

疾
病
が
治
つ
て
い
な
い
者
か
ら
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出

し
た
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
金
が
療
養
の
現
状
等
に
関
す
る
報
告

［
新
設
］

書
を
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務

省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
第
三
十
九
条

の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
利
用
し
な
い
場
合
に
は
、
個
人
番
号
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。



（
届
出
）

（
届
出
）

第
三
十
七
条

年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
基
金

第
三
十
七
条

［
同
上
］

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
住
所
若
し
く
は
個
人
番
号
を
変
更
し
た
場
合
又
は
新
た
に
個
人
番
号
の
通
知
を
受
け
た
場
合

一

氏
名
、
住
所
若
し
く
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
を
変

更
し
た
場
合
又
は
新
た
に
個
人
番
号
の
通
知
を
受
け
た
場
合

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
福
祉
事
業
の
申
請
等
）

（
福
祉
事
業
の
申
請
等
）

第
四
十
条

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
四
十
条

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
金
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
氏
名
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

り
、
申
請
書
を
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
当
該
者
は
、
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
し
な
い
場
合
に
は
、
個
人
番
号
の
記
載
を
要
し
な
い
も

の
と
す
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


